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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する

業務停止命令（１２か月）について

経済産業省は、いわゆる催眠商法により主に高齢者に対して電気温熱健康

機器を販売していた訪問販売業者である株式会社ダイシン（本社：神奈川県

川崎市）に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第８条第１項の規

定に基づき、本年３月２７日から平成２２年３月２６日までの１２か月間、

訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。

認定した違反行為は、勧誘目的の不明示、書面不備、不実告知、公衆の出

入りする場所以外の場所における勧誘です。

また、同社の大半の従業員は、平成２０年３月２７日に経済産業省が業務

停止命令を行った株式会社トーショウに在籍し、本件違反行為と同様の方法

により訪問販売を行っていました。

なお、同社との契約内容が確認できた消費者の平均年齢は７２．５歳(最

高齢９３歳）でした。

１．株式会社ダイシン（以下「同社」という。）は、「ガラパリR湯治場気分」と称

する電気温熱健康機器（以下、「本件商品」という。）の訪問販売を行っていたと

ころ、同社は、２～３チームの編成によりレンタカーを用いて全国各地に出かけ、

消費者宅を訪問し、「Ａ駅前に９０円ショップを出します。宣伝がてら無料で商

品を配るので近くの路地に来てください。」、「チラシを配りながら、宣伝のため

格安の商品を配っていますので外に出てください。」などと告げるだけで、本件

商品の販売について勧誘をする目的である旨を告げずに、あらかじめ同社が借り

ていた個人の住居（以下「販売会場」という。）に消費者を誘引し、本件商品の

売買契約の締結について勧誘を行っていました。

２．同社は、売買契約の締結に当たって消費者に対して交付する契約書面において

製造業者名を記載しておらず、書面に不備がありました。

３．同社は、本件商品が医療機器でないにもかかわらず、販売会場に誘引した消費

者に対し、「血行が良くなり腰痛、膝痛、肩こりが治る。」、「２０分も患部に当て



ていると痛みが取れて、朝まで体が暖かくなります。」と告げるなど、本件商品

の効能について不実のことを告げていました。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 電話 ０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８１１－８５２７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３



株式会社ダイシンに対する行政処分の内容

１．事業の概要

（１）名 称：株式会社ダイシン

（２）代表者：代表取締役 小林 英雄

（３）所在地：神奈川県川崎市川崎区宮本町５番地１号

（４）資本金：５０万円

（５）設 立：平成２０年３月３１日

（６）取引形態：訪問販売（催眠商法）

（７）商 品：電気温熱健康機器

「ガラパリR湯治場気分」２００，０００円～２４８，０００円

（８）売上高：約５６百万円（Ｈ２０．４～Ｈ２０．１０）

（９）従業員：１６名（最大）※パート社員含む

２．取引の概要

株式会社ダイシン（以下「同社」という。）は、「ガラパリR湯治場気分」（以下「本

件商品」という。）と称する電気温熱健康機器の販売を行っているところ、同社は、

１チーム ７、８人で編成した最大３チームによりレンタカーを用いて全国各地に

出かけ消費者宅を訪問し、本件商品を勧誘するものであることを告げずに、新規に

開店する店舗の宣伝のために無料で商品を配布する等との口実で、個人の住居（以

下「販売会場」という。）に消費者を誘引していた。

さらに、同社は、販売会場に集まった消費者に対し、雑貨品が欲しい人は「ハイ

ハイ」と言って手を上げるように、などと呼びかけた上で、雑貨品を配り、最後に

本件商品を出して消費者に試させてから「これ欲しい人。」等と尋ね、消費者が手

を上げた後に販売商品である旨を告げて申し込みを受け、消費者宅等において当該

売買契約を締結していた。

３．業務停止命令の内容と期間

（１）業務停止命令の内容

特定商取引法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業

務を停止すること。

① 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。

② 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。

③ 訪問販売に係る売買契約を締結すること。

（２）業務停止命令の期間

平成２１年３月２７日から平成２２年３月２６日まで（１２か月間）

４．業務停止命令の原因となる事実



（１）勧誘目的等不明示（特定商取引法第３条）

同社は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに先立ち、その

相手方に対し、「Ｎ駅前に８０円ショップが開店することになったので各家庭

を回り宣伝しています。挨拶のついでに無料で商品を配っているので隣の空き

地まで来てください。」、「Ｍ駅前に９０円ショップを出します。挨拶がてら無

料で商品を配るので近くの路地に来てください。」などと告げるだけで、本件

売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げていなかった。

（２）書面不備（特定商取引法第５条第１項）

同社は、訪問販売に係る売買契約の締結に当たって消費者に対して交付すべ

きその契約の内容を明らかにする書面において製造業者名を記載しておらず、

書面の不備があった。

（３）商品の効能についての不実告知（特定商取引法第６条第１項第１号）

同社は、本件商品の勧誘をするに際し、その商品が医療機器でないにもかか

わらず、販売会場に誘引した消費者に対し、「血行が良くなり腰痛、膝痛、肩

こりが治る。」、「２０分も患部に当てていると痛みが取れて、朝まで体が暖か

くなります。」などと、あたかも本件商品を使用することで何らかの病気が治

るかのように、商品の効能について不実のことを告げて勧誘をしていた。

（４）公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘（特定商取引法第６条第４項）

同社は、本件商品の勧誘をするに際し、その消費者に対し、本件商品の販売

目的を告げることなく、「新規開店する９０円ショップの宣伝のために景品を

無料で配布します。」などと告げて、公衆の出入りする場所以外の場所である

販売会場をあらかじめ借りた上で、その販売会場に誘引し勧誘をしていた。

５．勧誘事例

【事例１】

同社の営業員Ｚは、平成２０年５月、消費者Ａの自宅を訪問し、「○○市に９０

円ショップを出すことになったので、この宣伝をしています。今日は、挨拶のつい

でに無料で商品を配っているので、近くの路地まで早く来てください。」と告げた。

消費者Ａは、営業員Ｚに付いていくと近くの路地で、ハンガーと引換券１枚を受取

り、「午後２時からもっと高いものを配りますから来てください。」と誘われた。

消費者Ａは、午後２時に案内された路地裏に行ったところ、近くの民家に案内さ

れた。

そこで、腕輪、プラスチックの輪、滑り止めのマット、包丁が配られていた。こ

の後、健康の話になり営業員Ｙは、ガラパリ湯治場気分を取り出して、「これは体



にいい。２０分くらい患部に当てると痛みがとれて、朝まで体が暖かくなります。

この湯治場気分は、玉川温泉の岩盤浴と同じラジウム放射の癒し効果を実感でき

ます。」などの説明をし、更に、「この湯治場気分を使用するといろいろな病気がよ

くなる。特に、血行が良くなって腰痛、膝痛、肩こりが治る。」と説明しながら、

コンセントにガラパリ湯治場気分を５～６台セットし、約１０分くらいづつ集めた

消費者に試用させた。

営業員Ｙは、「これは高い物だからタダであげるわけにはいかない。通常価格は、

２６万円するが、今日は特別に２１万円で販売できる。明日には、ここには来ない。

買うなら今日だけです。」と言った。

【事例２】

同社の営業員Ｘは、平成２０年５月、消費者Ｂの自宅を訪問し、「近くに、１０

０円ショップがあるが、今度、△△駅前の近くに９０円ショップを出すことになっ

たので、各家庭を回り、宣伝をしています。今日は、挨拶のついでに無料で商品を

配っているので、近くの路地まで来てください。」と告げた。

消費者Ｂは、営業員Ｘに付いて行くと、自宅裏手の５～６軒先の路地裏に７０歳

代くらいの年配の６～７名の消費者が集まっており、路地の角々には、同社の営業

員が数人立っていた。

消費者Ｂは、この場で、ティッシュペーパーや雑貨品数点と引換券１枚を受取っ

た。このとき、「午後２時からもっと高いものをあげますから来てください。」と誘

われた。

午後２時頃、営業員Ｗが、「今度は、災害時にラジオが聞けるライトを配るよ。

もう皆さん集まっていますよ。早く来てください」。と呼びに来た。

消費者Ｂは、営業員Ｗに９０円ショップの宣伝で、新規開店する店に案内してくれ

るのかと思い、営業員Ｗに付いて行くと近所の民家に案内された。

消費者Ｂは、９０円ショップを開店するので宣伝をしていると言って誘われたが、

店舗でなく、民家に案内されたためおかしいなと思い、営業員Ｗに、「９０円ショ

ップの店はどこですか。」と聞いたが、デパートの近くと言うだけでそれ以上の説

明はなかった。消費者Ｂが席に着くと、営業員Ｖが、「これから品物を配るが、欲

しい人はハイと返事して手を上げること。」と指示された。

この後、健康の話になり、「どこか痛いところはありますか。」との質問に対し、

聞かれた消費者は、肩、腰、膝等痛い部位を答えていた。

営業員Ｖは、ガラパリ湯治場気分を取り出して、「これは体にいい。２０分も患部

に当てていると痛みがとれて、朝まで体が暖かくなります。この湯治場気分は、玉

川温泉の岩盤浴と同じラジウム放射の癒しの効果があり、温泉に行かなくてもこれ

でできる。」などの説明をして、コンセントにガラパリ湯治場気分を５～６台セッ



トし消費者に試用させた。

営業員Ｖは、「これは高い物だからタダであげるわけにはいかない。通常価格は、

２５万円するが２０万円にしておく。明日には、ここには来ない。買うなら今日だ

けです。」と言った。

【事例３】

同社の営業員Ｕは、平成２０年５月、消費者Ｃの自宅を訪問し、「□□駅前に８

０円ショップを開店することになったので、各家庭を回り、この宣伝をしています。

今日は、挨拶のついでに無料で商品を配っているので、隣の空き地まで来てくださ

い。」と告げた。

消費者Ｃが外に出ると、隣の鉄工所の前に６０歳代くらいの年配の人や近所の若

い奥さん４～５名が集まっていた。路地の角や他の民家の前には、同社の営業員数

人が呼び込みや案内役をしていた。この場で、消費者Ｃは、１００円ショップで売

っているような滑り止めのマット等雑貨２～３点を受取った。

このとき営業員Ｕは、「午前１０時からもっと高い品物を配りますから来てくだ

さい。」と言ったが、消費者Ｃは指定の時間に外には出なかった。すると、午前１

０時頃、今度は、営業員Ｔが、「懐中電灯や高い商品を配るので来てください。」と

呼びに来た。

会場では、１００円ショップで売られているような雑貨、ラジオ付きライト等の

商品を集められた消費者全員が受け取っていた。

この後、健康の話になり、営業員Ｓは、ガラパリ湯治場気分を取り出して、「こ

れは体にいい。２０分も患部に当てていると痛みがとれて、朝まで体が暖かくなり

ます。この湯治場気分は、玉川温泉の岩盤浴と同じラジウム放射の癒し効果を実感

できます。」などと説明し、更に、「この湯治場気分を使用すると血行がよくなって、

腰痛や膝痛、肩こりが治る。」とこの健康器具の性能、効能を謳いながら、商品の

説明をした。

次に、営業員Ｓは、「これは高い物だからタダであげるわけにはいかない。」と言

い、消費者に対し「いくらすると思う。」と口々に値段を言わせた後、「通常価格２

６万円する。本日は、一回払いで購入すれば２１万円にする。」と言い、コンセン

トにガラパリ湯治気分を５～６台セットし消費者に試用させた。

このとき初めて、「ガラパリ湯治場気分」の販売のために集められたことを知り、

騙されたという気持ちもあったが、膝に２０分くらい巻いていたら暖かく感じられ

たし、説明のように効果があるのであれば、膝の悪い夫にも使用することができる

と思い、消費者Ｃは購入することとし、営業員に購入する旨を伝えた。



【事例４】

同社の営業員Ｒは、平成２０年５月頃、消費者Ｄの自宅を訪問し、「××駅前に

１００円ショップに対抗して、９０円ショップを出します。一軒一軒回り宣伝して

います。今回は挨拶がてら無料で商品を配るので、近くの路地まで来てください。」

と告げた。

営業員Ｒが、「今日は一切お金は頂戴しません。宣伝のために商品を配っていま

す。」と言って、そこに集まった消費者に対し、柄の付いた車の窓ふき、ティッシ

ュペーパー1箱、マットなどを配った。営業員Ｒは、集まった人に引換券の裏に希

望した商品を書いて渡した。

消費者Ｄ夫婦が自宅に戻ろうとしたとき、営業員Ｒが「すみません。お宅の玄関

先を貸してくれないか。」と言うので、「玄関先でよいのなら。」と言いました。し

かし、同社の営業員５、６名は、玄関先でなく茶の間にトラックから降ろした荷物

を運び入れて会場の設営を始め、あれよあれよという間に会場準備は終了した。

昼近く会場の設営が終わり消費者２０名ほどが集められ営業員Ｑが、ラジオ付き

ライトの使い方の商品説明をしながら「欲しい人はハイと返事をして手を上げるこ

と。」と言った。最初は、手を上げる人はまちまちでしたが、後ろに立っていた営

業員が手を上げ大声で「ハイ」と返事し、会場の雰囲気を盛り上げた。その後、営

業員Ｑは、ガラパリ湯治場気分を取り出して、手でかざしながら、「これは体によ

い。１０分くらい暖めると痛みがなくなります。医者や薬いらずです。」と説明し

てからガラパリ湯治場気分を７台セットして消費者に試用させた。そして営業員Ｑ

が、「欲しい人、手を上げて。」と言うと消費者全員がもらえるものと思ったのか手

を上げた。すると営業員Ｑは、「あなたは信用できる。」とか「あなたは、人の話を

真面目に聞いた。」とか言って選別して、消費者Ｄの夫を含め四人の膝の上に箱入

りのガラパリ湯治場気分を置いた。この時点で初めて、「通常価格は、２６万８百

円ですが、今回は特別価格で２４万４百円、現金払いで２２万４百円です。」と言

った。


